
お願い 参考
ｃ特別徴収税額通知書は、下記 例１のようにコピーをすると審査が通りません。

下記 例２もしくは 例３のようにコピーしていただくか、

原本をお待ちいただければ、事務局にてコピーをし、数日後原本はお返しいたします。

例１［× 不可です。］


左と右で重複する 部分がない為、同一書類と確認できない。


例２［ ○ 可です。］

全体を一枚にコピー

Ａ４サイズ用紙に縮小コピー可。

例３［ ○ 可です。］


[税額]の数字部分が重複しているので、左右が同一書類と確認できる。



通知書が長いので、

左右分割してコピーしよう

とした場合



お願い
ｂ市民税･県民税 税額決定･納税通知書で、冊子になっていたり、複数連なっていたりするも

のは、全てのページのコピーをお持ちください。

もしくは原本をお待ちいただければ、事務局にてコピーをし、数日後原本はお返しいたします。

【例】

こちらの頁も必要です


